
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被申請人・答弁書の提出 

申請人への通知

あっせん・調停委員の指名

紛争解決手続の流れ（イメージ）

申請人・申請書の提出

被申請人への通知 

申請人・反論書の提出 

被申請人・再答弁書の提出 

あっせん・調停をしない

（紛争がその性質上、あっせん・調停を

するのに適当でないと認める場合等） 

審理

和解の仲介・調停案の受諾勧告

和解不成立 

あっせん・調停の打切り

和解成立 申請取下げ

審理外での自主的解決

和解書・調停書作成

訴訟・仲裁 和解内容の履行

（出頭要求、文書・物件の提出要求を受け） 

被申請人の出頭、事件に関係

のある文書・物件の提出 

調停・あっせん

の場合 
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被申請人・答弁書の提出

申請人への通知

仲裁委員の指名 

申請人・申請書の提出（仲裁合意書を添付）

被申請人への通知

申請人・反論書の提出 

被申請人・再答弁書の提出 

審理

和解勧試

和解不成立

仲裁判断 

和解成立 申請取下げ

審理外での自主的解決

（和解内容を仲裁判断とする場合）

強制執行 仲裁判断内容の履行

両当事者への仲裁委員の選定

のため名簿の写の送付 

（仲裁委員の選定） 

和解内容の履行

（文書・物件の提出要求を受け） 

事件に関係のある文書・物

件の提出 

仲 裁 

の場合 


